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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経糸または緯糸のいずれか一方が５％以上３０％以下のクリンプ率を有する非弾性糸か
らなり、かつ、他方の少なくとも一部が０％以上５％以下のクリンプ率を有する弾性糸か
らなるストレッチ織物であって、荷重方向が前記一方と平行になるように荷重３４０Ｎ／
５ｃｍで加重したときの前記荷重方向の伸長率が５％以上３０％以下であることを特徴と
するストレッチ織物。
【請求項２】
　前記弾性糸がポリエステル系エラストマーからなる、請求項１に記載のストレッチ織物
。
【請求項３】
　前記弾性糸が、交錯点において融着しているモノフィラメントの芯成分と鞘成分とから
なり、該芯成分が１９０℃以上２５０℃以下の融点を有するポリエステル系エラストマー
からなり、前記鞘成分が１４０℃以上１９０℃以下の融点を有するポリエステル系エラス
トマーからなる、請求項２に記載のストレッチ織物。
【請求項４】
　前記荷重方向の伸長率が８％以上２０％以下である、請求項１～３のいずれかに記載の
ストレッチ織物。
【請求項５】
　前記荷重方向に荷重３４０Ｎ／５ｃｍで加重と除重を３０万回繰り返しつつ一定速度で
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伸長変形させた後の残留ひずみが３％以下である、請求項１～４のいずれかに記載のスト
レッチ織物。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載のストレッチ織物を少なくとも一部に用いてなる座席シ
ート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、適度なクッション性に優れ、かつ省スペースで保持材とクッション材を兼ね
た素材として用いることのできるストレッチ織物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ウレタンフォーム等を内蔵しなくても、身体の支持面に編地や織地などによる布
帛のメッシュシートを使用して、良好なクッション性が得られるようにした椅子が各種市
販されており、また新たな構成も提案されている（特許文献１、２参照）。このうち特許
文献１には、周囲が袋状となるシート材を背もたれに使用し、袋状の部分に芯部材の骨格
を挿入して支えるようにした椅子の構成が開示されている。特許文献２には、ダブルラッ
シェル経編機を使用して編成する経編地を椅子の座面とする構成が開示されている。また
、面状弾性体としてエラストマー繊維等の伸長性の高い繊維を用い、メッシュ状の織編物
とした事務用チェアや車輌の座席シートなども提案されている。
【０００３】
　また、エラストマー繊維を緯糸に用い、併せてポリエステル繊維を経糸に用いて布帛と
することにより、伸長性と強度を両立させたクッション素材も提案されている（特許文献
３参照。）。
【０００４】
　このような観点から、省スペースでクッション性に優れ、適度な沈み量を有する材料の
開発が望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１１７５３７号公報
【特許文献２】特開２００６－１３２０４７号公報
【特許文献３】特開２００１－１５９０５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１や２に記載されるような従来の提案に係るエラストマーを多く用いた素材で
は、高い伸長性が得られるものの、想定外の高荷重に対しても伸びすぎるために、安定性
や快適性が確保できない。
【０００７】
　また、特許文献３のような素材では、ポリエステル繊維方向の伸縮性に乏しく、適度な
沈み量を満足できないことや、エラストマー方向のみの伸長性が良好であるが、想定以上
の荷重がかかった場合にエラストマーの降伏点を超えて変形が起こってしまう。
【０００８】
　また、織物の一方のみの伸長性が高いために、織物の経緯方向を固定した場合には高い
伸長性を得ることができない。
【０００９】
　そこで本発明の目的は、適度なクッション性に優れ、かつ省スペースで保持材とクッシ
ョン材を兼ねた素材として用いることのできる座席シート用のストレッチ織物を提供する
ことにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、上記目的を達成せんとするものであり、本発明のストレッチ織物は、経糸ま
たは緯糸のいずれか一方が５％以上３０％以下のクリンプ率を有する非弾性糸からなり、
かつ、他方の少なくとも一部が０％以上５％以下のクリンプ率を有する弾性糸からなるス
トレッチ織物であって、荷重方向が前記一方と平行になるように荷重３４０Ｎ／５ｃｍで
加重したときの前記荷重方向の伸長率が５％以上３０％以下であることを特徴とするスト
レッチ織物である。すなわち本発明のストレッチ織物は、例えば「経糸」が５％以上３０
％以下のクリンプ率を有する非弾性糸からなる場合には、「緯糸」の少なくとも一部が０
％以上５％以下のクリンプ率を有する弾性糸からなるストレッチ織物であって、荷重方向
が前記「経糸」と平行になるように荷重３４０Ｎ／５ｃｍで加重したときの前記荷重方向
の伸長率が５％以上３０％以下であることを特徴とするストレッチ織物である。
【００１１】
　本発明のストレッチ織物の好ましい態様によれば、前記弾性糸はポリエステル系エラス
トマーからなる。
【００１２】
　本発明のストレッチ織物の好ましい態様によれば、前記弾性糸は、交錯点において融着
しているモノフィラメントの芯成分と鞘成分とからなり、該芯成分が１９０℃以上２５０
℃以下の融点を有するポリエステル系エラストマーからなり、前記鞘成分が１４０℃以上
１９０℃以下の融点を有するポリエステル系エラストマーからなる。
【００１３】
　本発明のストレッチ織物の好ましい態様によれば、前記荷重方向の伸長率は、８％以上
２０％以下である。
【００１４】
　本発明のストレッチ織物の好ましい態様によれば、前記荷重方向に荷重３４０Ｎ／５ｃ
ｍで加重と除重を３０万回繰り返しつつ一定速度で伸長変形させた後の残留ひずみは３％
以下である。
【００１５】
　さらに、本発明の座席シートは、前記ストレッチ織物を少なくとも一部に用いてなる座
席シートである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のストレッチ織物は、非弾性糸方向での伸長性が良好で、座席シートとして使用
したときに好適である。また、通気性や軽量性があることから省エネの観点からも広範な
用途への普及が期待できる。
【００１７】
　本発明のストレッチ織物は、特に座席シート用クッション材に好適であるが、これに限
定されるものではなく、クッション性能を利用する各種用途に利用可能である。例えば、
事務椅子や車輛の座席シートなど、それ単独でクッション機能を持たせることもできるし
、従来から使用されているクッション材などを組み合わせた座席シート構造体の一部とし
て用いることもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、糸のクリンプ率を測定する方法を説明するための織物の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の一実施態様に係るストレッチ織物は、経糸または緯糸のいずれか一方が非弾性
糸でそのクリンプ率が５％以上３０％以下であり、かつ、他方の少なくとも一部が弾性糸
でその弾性糸のクリンプ率が０％以上５％以下であり、織物において非弾性糸方向（経糸
が非弾性糸であるときは経方向、緯糸が非弾性糸であるときは緯方向）に３４０Ｎ／５ｃ
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ｍの荷重をかけたときの非弾性糸方向の伸長率が５％以上３０％以下であるストレッチ織
物である。
【００２０】
　上記のとおり、本実施態様のストレッチ織物においては、経糸または緯糸のいずれか一
方が非弾性糸であり、かつ他方の少なくとも一部が弾性糸である。経糸または緯糸のいず
れか一方に非弾性糸を用い、上記非弾性糸のクリンプ形態とすることにより、織物強度と
繰り返し使用における耐久性や伸長性を上げ、他方の少なくとも一部に弾性糸を用い、上
記弾性糸のクリンプ形態とすることにより織物の非弾性糸方向の伸びやすさや伸長後の良
好な回復性を得ることができる。
【００２１】
　弾性糸としては、熱可塑性エラストマーのような伸長性と回復性に優れた素材が有用で
ある。ここで、弾性糸とは、エラストマー糸のように高い伸長性と回復性を持った糸であ
り、好適には、ポリエーテル系エラストマー、ポリスルフィド系エラストマーおよびポリ
ウレタン系エラストマー等からなる糸が挙げられる。
【００２２】
　また、非弾性糸とは弾性糸以外の糸であり、好適には、ポリエチレンテレフタレート、
ポリブチレンテレフタレート、ポリプロピレンテレフタレートやそれらの共重合体、ポリ
アミド等からなる糸、あるいは金属繊維等が挙げられるが、熱によるセット性のある糸が
好ましく用いられる。
【００２３】
　本実施態様においては、ストレッチ織物を形成する非弾性糸の経糸または緯糸のいずれ
か一方のクリンプ率が５％以上３０％以下であり、かつ、他方の少なくとも一部を構成す
る弾性糸のクリンプ率が０％以上５％以下である。
【００２４】
　経糸または緯糸のいずれか一方の非弾性糸におけるクリンプ率が５％未満であれば、ス
トレッチ織物の非弾性糸方向に十分な伸長性を与えることができない。また、この非弾性
糸のクリンプ率が３０％より大きい織物は、座席シートにおける沈み量が大きすぎると判
断される素材となる。
【００２５】
　さらに、他方のクリンプ率は５％以下であることが好ましく、クリンプ率が５％より大
きければ、織物の非弾性糸方向への伸長時において、他方の弾性糸での抵抗の多くが引張
応力として働くため、非弾性糸方向への荷重が増大するに従い、すなわち非弾性糸クリン
プが減少するに従い、弾性糸による抵抗は荷重に対し２次曲線的に増大する傾向を示す。
【００２６】
　この観点から、より快適なクッション材としては、織物の経糸または緯糸で用いる非弾
性糸のクリンプ率が好ましくは１０％以上１５％以下であり、かつ、他方の弾性糸のクリ
ンプ率がより好ましくは０％以上４％以下である。
【００２７】
　このように、経糸または緯糸のいずれか一方の非弾性糸のクリンプ率を５％以上３０％
以下で、かつ、他方の弾性糸クリンプ率を０％以上５％以下とする織物を作製する方法と
しては、織物カバーファクターの調整や熱セットにおける非弾性糸方向と弾性糸方向の緊
張・弛緩によって作製する方法が挙げられる。例えば、熱セットにおいて、一方の弾性糸
方向に緊張させ、他方の非弾性糸と方向に弛緩させた状態で熱セットすることにより、非
弾性糸のみのクリンプ率が高い織物を作製することができる。
【００２８】
　また、本実施態様においては、織物において、織物経糸または緯糸で用いる非弾性糸方
向に３４０Ｎ／５ｃｍの荷重をかけたときの非弾性糸方向の伸長率が５％以上３０％以下
である。
【００２９】
　ここで、織物にかかる荷重３４０Ｎ／５ｃｍとは、人が通常の動作で行うような着座の
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荷重を想定しており、この着座荷重においては現行の座席シートの沈み量と合うように想
定された範囲となる。織物において、非弾性糸と平行な方向に３４０Ｎ／５ｃｍの荷重を
かけたときの非弾性糸方向の伸長率について、より好ましい範囲は８％以上２０％以下で
ある。
【００３０】
　本実施態様において、使用時に荷重が大きくかかる方向が織物の経糸または緯糸で用い
る非弾性糸と平行になるような形態とすることが好ましい。他方の弾性糸方向では高い伸
縮性を得ることができるが、想定以上の荷重がかかった場合に、伸長量が過剰に大きく、
生地に残留ひずみが残る恐れがあるためである。これに対し、大きな荷重がかかる方向を
非弾性糸に平行とすると残留ひずみの問題が解消でき、かつ適度な伸長のある素材を得る
ことができる。好ましい範囲としては、非弾性糸方向に荷重７３５Ｎ／５ｃｍをかけたと
きの非弾性糸方向の伸長率が１０％以上３０％以下である。
【００３１】
　このように、通常の使用においては十分な伸長性を持ち、異常加重時に伸び止まりを与
える素材は、経糸または緯糸のいずれか一方の非弾性糸におけるクリンプ率が５％以上３
０％以下で、かつ、他方の弾性糸におけるクリンプ率が０％以上５％以下とする織物で作
製することができる。これは、非弾性糸の上記範囲のクリンプ率とすることで非弾性糸方
向に織クリンプが伸びるまでの加重では適度な伸長性があり、織クリンプが伸びきった後
の加重では伸び止まりとなるためである。これに対し、弾性糸では糸自体の伸長性が高い
ため、弾性糸方向に高い伸長性があるが、織クリンプが伸びきった後も高い伸長性を持ち
、異常加重時に素材が伸び止まりを持つことはない。
【００３２】
　本実施態様のストレッチ織物は、経糸または緯糸のいずれか一方の非弾性糸がポリエス
テル非弾性糸であることが好ましい。この非弾性糸をポリエステル非弾性糸とすることに
より、高強度かつ繰り返し使用における耐久性が得ることができ、さらにこの非弾性糸の
クリンプ形態を良好に保つことができる。また、他方の弾性糸の融着される部分よりも十
分に高い融点を有している。このポリエステル非弾性糸は、撚糸や仮撚糸や他のポリエス
テルとの混繊糸でも構わないが、コストや耐久性、および強度の観点から長繊維であるこ
とが好ましい。
【００３３】
　また、非弾性糸を用いる経糸または緯糸の他方に用いる弾性糸としてポリエステル系エ
ラストマー弾性糸を用いることが好ましい。ポリエステル系エラストマー弾性糸を用いる
ことにより、織物の非弾性糸方向の伸長において高い伸長性を付与でき、また、伸長後の
回復性も良好である。さらに、ポリエステル系エラストマーは比較的融点が高く、適度な
伸長性を持ち、複合紡糸などの紡糸性が良好なことも好適な理由の一つである。
【００３４】
　ここで、ポリエステル系エラストマーは、座席シート用織物として必要な強度と伸長後
の回復性などを得るため、芳香族ジカルボン酸とグリコールとを主原料として用いられる
芳香族ポリエステルが好ましい。さらに、伸長後の回復性が良いため、ポリブチレンテレ
フタレートとポリテトラメチレングリコールを共重合させたポリエステル弾性糸がより好
ましく用いられる。
【００３５】
　本実施態様においては、ポリエステル系エラストマー弾性糸が芯成分と鞘成分からなり
、芯成分が融点１９０℃以上２５０℃以下の高融点ポリエステル系エラストマーであり、
鞘成分が融点１４０℃以上１９０℃以下の低融点ポリエステル系エラストマーであること
が好ましい。ポリエステル系エラストマーを芯鞘構造とすることにより、融点の違いによ
る融着処理と繊維強度および弾性などのエラストマー特性の併用が可能となる。
【００３６】
　芯成分と鞘成分の融点は、織物を交織するポリエステル繊維糸条の熱セット性とエラス
トマーの熱セット性から導き出される。すなわち、交織するポリエステル繊維糸条を熱セ
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ットし、ポリエステル繊維糸条のクリンプ状態を好適に維持するためには、１６０℃以上
２１０℃以下のセット温度が必要である。同時に、この熱セット温度により鞘成分が融着
する必要があり、芯成分がエラストマー特性を維持する必要がある。これは、エラストマ
ー芯成分が鞘成分と同時に融着しないことが好ましいことを意味する。これにより、ポリ
エステル糸を熱セットする温度とエラストマー鞘成分の融着、エラストマー芯成分の特性
維持の関係から、芯成分が融点１９０℃以上２５０℃以下であり、鞘成分が融点１４０℃
以上１９０℃以下であることが好ましい。
【００３７】
　本実施態様の弾性糸として、好ましくは融点の異なる２種以上のポリエステル系エラス
トマーからなる弾性糸が用いられる。これは熱処理を行なうことにより、融点の高いポリ
エステル系エラストマーの有する弾性率を保持したまま、融点の低いポリエーテルエステ
ル系エラストマーが溶融、再固化し、織物交点の目止めを行なうことが可能となるからで
ある。また、融点の異なるポリエステル系エラストマーからなる弾性糸を熱処理した場合
、柔軟で弾性回復性に優れる低融点のポリエステル系エラストマーが織物の経糸および緯
糸の交点もしくは編物を構成する糸同士の交点に融着するため、織物の強度、弾性回復率
等を低下させることなく、かつ強固な目止め性を得ることができる。このように、熱セッ
ト時の耐久性と接着性の観点から芯成分と鞘成分の融点差が３０℃以上であることが好ま
しい。
【００３８】
　上記のように、ポリエステル系エラストマーの鞘成分が融着していることが好ましい。
これは、座席シートにおける織物材質の耐久性や本件織物の高次での取り扱い性を考慮し
たものである。
【００３９】
　本実施態様の弾性糸は、モノフィラメントであることがより好ましい。マルチフィラメ
ントであっても、伸長後の回復性などの機械的性質について問題はないが、経糸または緯
糸のいずれか一方に用いられる弾性糸の繊維直径によりストレッチ織物の他方に用いられ
る非弾性糸方向への引張時のバネ特性が変化するため、加重により繊維束直径の変化が起
こる恐れがある。これに対し、モノフィラメントであると容易に設計調整が可能である。
例えば、マルチフィラメント撚糸のように繊維直径の変化が少なければ、マルチフィラメ
ントを使用することも可能であるが、素材のコストアップが見込まれる。この繊維束繊維
直径は、ポリエステル系エラストマーポリマーにおける曲げ特性や引張特性などとともに
考慮されるファクターである。好ましいモノフィラメントの単繊維繊度は、１００ｄｔｅ
ｘ以上６０００ｄｔｅｘ以下である。同一ポリマーにおいて、単繊維繊度が１００ｄｔｅ
ｘ未満では曲がり易く、織物伸長時に低荷重にて伸びやすく高荷重では伸びにくい傾向が
あるため、耐久性が十分に得られない。また、単繊維繊度が６０００ｄｔｅｘを超えると
織物伸長時に伸びにくく、また、織物製造上の取扱いが難しくなる。より好ましい繊度の
範囲は、３００ｄｔｅｘ以上３０００ｄｔｅｘ以下である。また、弾性糸として用いるモ
ノフィラメントは、単繊維繊度が細いほど織物の経糸または緯糸に用いる非弾性糸のクリ
ンプが小さくなり、同一荷重における織物非弾性糸方向の伸長性が低くなる。反対に、モ
ノフィラメントの単繊維繊度が太いほど、上記同一荷重での非弾性糸のクリンプが大きく
なり、非弾性糸方向の伸長性が高くなることも上記の繊度範囲が好ましいことの一因であ
る。
【００４０】
　座席シートの伸長性や反発感と繊維直径とは、深い関係を有する。織物を経糸または緯
糸に用いられている非弾性糸方向に伸ばすとき、この非弾性糸のクリンプが伸ばされるこ
とにより、適度な伸長が可能となる。このとき、他方の弾性糸にはクリンプが高くなる方
向に力が働く。これは、織物非弾性糸方向の伸長には、他方の弾性糸の曲げ抵抗と引張抵
抗が深く関係することを意味する。曲がりやすく、伸びやすい弾性糸ポリマーを用い、繊
維直径が細くなることにより、低い荷重でも沈み量が大きく、反発感が少ない座席シート
となる。織物において、適度な伸長性と反発感を得る一つの手段としては、弾性糸ポリマ
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ーの曲げ特性と引張抵抗、繊維直径を調整して、適正な範囲を決めることができる。具体
的には、織物非弾性糸方向の荷重３４０Ｎ／５ｃｍでの加重時の伸長率を５％以上３０％
以下にとするために、２０％伸長時の応力が０．１ｃＮ／ｄｔｅｘ以上０．８ｃＮ／ｄｔ
ｅｘ以下である繊維が弾性糸として好ましく使用される。
【００４１】
　この他に、織物の伸長性や反発性には、経糸または緯糸のいずれか一方の非弾性糸のカ
バーファクターと他方の弾性糸のカバーファクターが深く関係する。非弾性糸のカバーフ
ァクターの範囲は、６００以上１３００以下であることが好ましく、弾性糸のカバーファ
クターの範囲は８００以上１８００以下であることが好ましい。非弾性糸のカバーファク
ターが６００より小さい場合には、織物の強度が不足し、カバーファクターが１３００よ
り大きい場合には織物非弾性糸方向の伸長性が不足する素材となる傾向を示す。また、弾
性糸のカバーファクターが８００より小さい場合には、非弾性糸と同様に強度が不足する
織物となり、１８００より大きい場合には織物非弾性糸方向の伸長性からは好ましく用い
られるが、製織工程での操業性が低下する傾向がある。
【００４２】
　ここで、カバーファクターは、以下のように計算される値である。
　（カバーファクター）＝（密度：本／ｉｎｃｈ）×（繊度：デニール）1/2

【００４３】
　ポリエステル非弾性糸には、無加工のものを使用しても、撚糸や仮撚加工糸を使用して
も、また、これらの加工や他の素材を混合して使用してもかまわない。また、他のポリマ
ーと共重合した共重合体からなる糸、先染め糸、およびモノフィラメントを用いても良い
。ただし、強度としては５．０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上の高強度であるポリエステル繊維糸条
が、織物強度の観点から好ましく使用される。強度条件は高い強度であることが好ましい
が、実用的には５．０ｃＮ／ｄｔｅｘ以上１５．０ｃＮ／ｄｔｅｘ以下の範囲のものが使
用される。また、マルチフィラメントの場合には、撚糸として用いる方法が好ましく、織
物交錯点での糸の潰れが少なく、非弾性糸であるポリエステルのクリンプを有効に使用で
きるため、織物伸長の向上に繋がる。撚糸の撚数の範囲は、製織性や高次での取り扱い性
と品質を考慮すると、撚係数２０００以上３００００以下の範囲が好ましい。さらに、撚
糸工程の量産性・取り扱い性による製品コストを考慮すると、さらに好ましい範囲は２０
００以上２００００以下となる。
【００４４】
　ここで、撚係数とは、次のように計算される。
　（撚係数）＝（撚数：Ｔ／ｍ）×（繊度：デニール）1/2

【００４５】
　融点の低いポリエステル系エラストマーの融点は、紡糸性と製編織性の観点から４０℃
以上であることが好ましく、この弾性糸の使用目的から、融点の高いポリエステル系エラ
ストマーの融点より３０℃以上低い温度とする糸を使用することが好ましい。また、融点
の高いポリエステル系エラストマーとそれより融点の低いポリエステル系エラストマーの
使用比率は、実用上、質量比で９０：１０から４０:６０であることが好ましく、８０：
２０から７０：３０であることがより好ましい。
【００４６】
　さらに、上記の熱処理は、融点の高い弾性糸の融点より１０℃以上低い温度と融点のよ
り低い弾性糸の融点より１０℃以上高い温度との間の温度で行なうことが好ましい。この
織物を熱処理することにより、織物組織内で接する他の糸と十分に接着させることが可能
である。この織物に用いられるポリエステル糸の融点は、融点の高いポリエステル系エラ
ストマーの融点と同じかそれ以上であることが好ましい。
【００４７】
　本件で用いられるポリエステル系エラストマー系弾性糸において、乾熱収縮応力の最大
値が１５０℃以上２１０℃以下の範囲において０．０５ｃＮ／ｄｔｅｘ以上２．００ｃＮ
／ｄｔｅｘであることが好ましい。これは、本実施態様のストレッチ織物は、熱セットに
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よって経糸または緯糸のいずれか一方に用いる非弾性糸のクリンプを高くするが、熱セッ
ト温度において、他方に用いる弾性糸の収縮する力を利用して非弾性糸のクリンプを高く
できるためである。収縮応力が０．０５ｃＮ／ｄｔｅｘより小さければ、非弾性糸のクリ
ンプを高くするために、弾性糸方向に生地を引っ張る必要があり同様のクリンプ高さを得
ることは可能であるが、工程通過性の観点からの懸念がある。また、収縮応力が２．００
ｃＮ／ｄｔｅｘ以上であれば、収縮力が大きく熱セットの機械に大きな負荷がかかる恐れ
がある。
【００４８】
　本実施態様のストレッチ織物において、耐久性の観点から、定速伸長について最大３４
０Ｎ／５ｃｍまでの加重／除重を３０万回繰り返した伸長変形後の非弾性糸方向の残留ひ
ずみが３％以下であることが好ましい。これは、残留ひずみが３％以上であれば、座席シ
ートにおける沈み量や反発性などの着座特性が長期使用により悪化し、実感として現れる
ことに基づく。品質や性能の観点からは、より好ましくは残留ひずみが１％以下である。
【００４９】
　ここで、本実施態様のストレッチ織物では、経糸または緯糸で用いる弾性糸にポリエス
テル系エラストマー糸を用いることにより他方の非弾性糸方向の伸長率が高い素材になる
。高い伸長性を必要としない用途では、弾性糸を用いる経糸または緯糸において、弾性糸
のポリエステル系エラストマー糸と他の糸を交織しても構わない。他の糸としては、ポリ
エステル、ポリアミド、ポリフェニレンサルファイドなどからなる繊維糸条が挙げられ、
特にポリフェニレンサルファイド糸条は耐熱性の観点から、部分的に耐熱を使用する場合
には使い易い。
【００５０】
　経糸または緯糸における弾性糸との交織の方法は、部分的にポリエステル系エラストマ
ー糸と他の交織糸を用いてもよい。弾性糸を用いる経糸または緯糸における弾性糸の割合
は５０質量％以上である。弾性糸と非弾性糸を上記弾性糸の用いられる経糸または緯糸方
向に１本交互や２本交互のように少ない本数で弾性糸と非弾性糸を交互に製織する場合に
比べ、多本数を連続して製織する場合には、エラストマー繊維が配置されている部分が高
い伸長性を示す。このため、多本数を連続して製織することにより、部分的にストレッチ
が高い織物となる。このように、用途に合わせたストレッチの必要な長さにて織物の設計
ができ、ストレッチ性能と他の性能を併存させた織物が可能となる。例えば、生地両端に
高い耐熱性があり、かつ伸長性の高い織物を得ることもできる。また、耐摩耗性、耐薬品
性、高強度性、接着性（部材として用いる場合に本実施態様の織物と接着する素材との接
着性）をストレッチ性能と併存させることも可能である。
【００５１】
　本実施態様のストレッチ織物は、車輌の座席シート部材、靴の表皮材等の部材、カバン
地、サッカーやバレーなどスポーツ用ボールの部材、粘着テープ、不織布の基布、インテ
リア部材、車輌・住宅内装用部材、および土木用資材などの用途に用いられる。
【００５２】
　本実施態様におけるストレッチ織物の組織は、平組織、綾組織、朱子組織や、これらの
組織を組み合わせた二重等の組織を用途に応じて適宜選定すればよい。平組織は交錯点が
多いために、非弾性糸方向の伸長性が高くなる傾向があり、ホツレ防止などの取り扱い性
も良好である。また、製織方法や使用する織機は、特に限定されるものではなく、適宜選
定すればよい。
【実施例】
【００５３】
　次に、本発明のストレッチ織物について、実施例に基づいて説明する。実施例において
用いた特性の測定方法は、下記のとおりである。
【００５４】
１．クリンプ率
　非弾性糸または弾性糸と平行に切断した試料（織物）を、非緊張状態で試料台に接着し
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た状態にて拡大写真を撮影し、非弾性糸または弾性糸のクリンプ間隔と高さからクリンプ
間距離（ｍｍ）を求めた。相隣り合った弾性糸または非弾性糸の中心間距離（ｍｍ）を、
それぞれ５カ所について測定し、次式によってクリンプ率（Ｃ）を求め、その平均を算出
した（図１参照）。
【００５５】
　クリンプ率（Ｃ）＝（Ｌ／Ｄ－１）×１００（％）
　［式中、Ｌは非弾性糸または弾性糸のクリンプ間距離（ｍｍ）であり、Ｄは相隣り合っ
た弾性糸または非弾性糸の中心間距離（ｍｍ）である。］
【００５６】
２．糸強伸度
　ＪＩＳ－Ｌ－１０１３に基づき、定速伸長型試験機を用い、つかみ間隔２００ｍｍ、引
張速度２００ｍｍ／分で２０回測定し、その平均を算出した。また、糸における２０％伸
長時の応力もこの結果から算出した。
【００５７】
３．織物３４０Ｎ／５ｃｍ時の伸長率
　ＪＩＳ－Ｌ－１０９６に準じて、定速伸長型試験機を用い、試験片の直径３００ｍｍの
円形の中心を中央とし、非弾性糸方向に２００ｍｍのつかみ間隔、５０ｍｍのつかみ幅に
て、引張速度２００ｍｍ／分で３４０Ｎとなったときの伸度を５つのサンプルについて測
定し、その平均を算出した。
【００５８】
４．織物３４０Ｎ／５ｃｍ加重時の引張弾性率、５００Ｎ／５ｃｍ加重時の引張弾性率
　上記の定速伸長型試験機を用い、同様なサンプル、試験条件で測定した引張荷重－ひず
み結果の曲線において、３４０Ｎ／５ｃｍ加重時と５００Ｎ／５ｃｍ加重時のグラフ接線
傾きをそれぞれ５つのサンプルについて測定し、その平均を算出した。
【００５９】
５．残留ひずみ
　“サーボパルサー”（登録商標）（島津製作所社製）を用い、次の条件で、非弾性糸方
向に織物に繰り返し変形を与えた後の残留ひずみＲを算出した。
【００６０】
［測定条件］
・サンプルサイズ：直径３００ｍｍの円形
・つかみ間隔：２００ｍｍ、つかみ幅：５０ｍｍ
・荷重：３４０Ｎ／５ｃｍ
・繰り返し変形の回数：３０万回
【００６１】
［残留ひずみの算出法］
　繰り返し変形後、次の式で残留ひずみ（Ｒ）を算出する。
　Ｒ＝（Ｌ１－Ｌ０）／Ｌ０×１００
　Ｌ０：繰り返し変形前のサンプル長、Ｌ１：繰り返し変形後のサンプル長
【００６２】
６．織物７３５Ｎ／５ｃｍ加重時の伸長率
　ＪＩＳ－Ｌ－１０９６に準じて、定速伸長型試験機を用い、試験片の直径３００ｍｍの
円形の中心を中央とし、非弾性糸方向に２００ｍｍのつかみ間隔、５０ｍｍのつかみ幅に
て、引張速度２００ｍｍ／分で７３５Ｎとなったときの伸度を５つのサンプルについて測
定し、その平均を算出した。
【００６３】
７．乾熱収縮応力
　試料のフィラメント糸１０ｃｍを採取し、両端を結んでループ状にする。これをカネボ
ウ株式会社製熱収縮応力測定器にて０．０３ｃＮ／ｄｔｅｘの荷重下に、室温から２３０
℃まで徐々に昇温しながら乾熱処理する。このときの最大収縮応力（ｃＮ）を読み取り、
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糸の総繊度（ｄｔｅｘ）で除し、単繊維繊度当たりの収縮応力（ｃＮ／ｄｔｅｘ）を求め
る。
【００６４】
（実施例１）
　芳香族ポリエステルとしてポリエチレンテレフタレート、および熱可塑性ポリエステル
系エラストマーとしてポリ（ブチレングリコール／ポリテトラメチレンエーテルグリコー
ル）テレフタレート（東レ・デュポン製“ハイトレル”（登録商標）６３４７と、“ハイ
トレル”（登録商標）４０５６）を、それぞれ乾燥した後ペレットブレンドして押出機に
供給し、溶融混練した後ペレット化した。
【００６５】
　上記の“ハイトレル”（登録商標）６３４７融点２１５℃のポリエステル系エラストマ
ーを芯成分、“ハイトレル”（登録商標）４０５６融点１５３℃のポリエステル系エラス
トマーを鞘成分とし、その質量比率が芯：鞘＝７０：３０である７００ｄｔｅｘのモノフ
ィラメント弾性糸を得た。この弾性糸を緯糸として用いた。また、経糸として、上記の芳
香族ポリエステルとしてポリエチレンテレフタレートからなる、総繊度１６７０ｄｔｅｘ
－２８８フィラメントのポリエステルマルチフィラメント糸（東レ製高強力ポリエステル
）を２００Ｔ／ｍの甘撚を掛けた糸を用いた。緯糸密度を３３本／ｉｎｃｈとし、経密度
を２５本／ｉｎｃｈとして、平織の織物を作製した。得られた織物を１８０℃の温度で２
分間、経方向にのみ２０％オーバーフィードしながら熱処理を行い、経密度２５本／ｉｎ
ｃｈ、緯密度４７本／ｉｎｃｈの織物とした。
【００６６】
　熱処理後の織物は、鞘成分のポリエステル系エラストマーが織物の経糸および緯糸の交
点部分に接着固化していることを確認した。この織物は、経方向の伸長性が良好で、作製
した座席シートにおいては快適な着座性能を示した。結果を表１に示す。
【００６７】
（実施例２）
　実施例１において使用したポリエステルを経糸に用い、ポリエステル系エラストマー弾
性糸を緯糸に用いて、緯糸の一部に繊度４４０ｄｔｅｘ－１００ｆポリフェニレンスルフ
ァイド（ＰＰＳ）繊維（東レ製“トルコン”（登録商標））を用いて、同様な方法によっ
てボーダー状（緯縞模様）の平織物を作製した。この織物において、ポリエステル系エラ
ストマー弾性糸を緯糸に用いている部分とＰＰＳ繊維を緯糸に用いている部分の長さは４
：１の割合であった。このようにして得られた生機織物を作製し、実施例１と同じ方法に
よって熱処理を行い、経密度２３本／ｉｎｃｈ、平均緯密度４５本／ｉｎｃｈとした。こ
の織物の特性を、表１に示す。得られた織物は、経方向伸長性もよく、樹脂材との高温接
着においても物性の劣化は見られなかった。
【００６８】
（実施例３）
　実施例１と同じ方法によって、ポリエステル系エラストマー弾性糸の芯成分を融点１９
９℃の“ハイトレル”（登録商標）４７６７とし、繊度２１７０ｄｔｅｘのモノフィラメ
ントを作製した。この弾性糸を緯糸に用い、経糸に実施例１と同一のポリエステルを用い
て実施例１と同じ方法によって経密度２６本／ｉｎｃｈ、緯密度２６本／ｉｎｃｈの平織
物を作製し、実施例１と同じ熱処理を行った。得られた織物の特性を、表１に示す。得ら
れた織物は、伸張性もよく繰り返しによる残留ひずみも少ない素材であった。
【００６９】
（実施例４）
　実施例１と同じ方法によって、ポリエステル系エラストマー弾性糸の芯成分を融点温度
１９９℃の“ハイトレル”（登録商標）４７６７とし繊度２１７０ｄｔｅｘのモノのフィ
ラメントを作製した。この弾性糸を緯糸に用い、経糸に実施例１と同一のポリエステルを
用いて、ツイル織の織物を作製した。得られた織物を１６０℃の温度で２分間、経方向に
のみ２３％オーバーフィードしながら乾熱処理を行ない、経糸密度を３０本／ｉｎｃｈ、
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緯糸密度は４７本／ｉｎｃｈとした。得られた織物の特性を、表１に示す。
【００７０】
【表１】

【００７１】
（実施例５）
　実施例１と同じ方法によって、ポリエステル系エラストマー弾性糸の芯成分を融点温度
２１６℃の“ハイトレル”（登録商標）７２４７とし繊度５７０ｄｔｅｘのモノフィラメ
ントを作製した。この弾性糸を緯糸に用い、経糸に実施例１と同一のポリエステルを用い
て平織物を作製し、実施例１と同じ熱処理を行い、経密度３０本／ｉｎｃｈ、緯密度５２
本／ｉｎｃｈとした。得られた織物の特性を、表２に示す。経方向の伸長性もよく、樹脂
材との高温接着においても物性の劣化は見られなかった。
【００７２】
【表２】

【００７３】
（実施例６）
　実施例５と同一の経糸緯糸を使用し、織物の緯糸密度は３６本／ｉｎｃｈ、経糸密度を
２２本／ｉｎｃｈとし平織の織物を作製した。得られた織物を１８０℃で２分間、経方向
にのみ１０％オーバーフィードしながら乾熱処理を行なった。得られた織物の特性を表２
に示す。
【００７４】
（比較例１）
　実施例１と同一の経糸と緯糸を使用し、織物緯糸密度３０本/ｉｎｃｈ、経糸密度を２
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９本/ｉｎｃｈとした平織物を作製し、１８０℃の温度で２分間、経方向に０％、緯方向
に１８％オーバーフィードしながら実施例１と同じ乾熱処理を行った。得られた織物の特
性を表２に示す。伸長性が不足した素材となった。
【００７５】
（比較例２）
　実施例１によって用いたポリエステル糸を経緯の糸に用い、緯糸密度は３０本／ｉｎｃ
ｈ、経糸密度を２８本／ｉｎｃｈとし平織の織物を作製した。得られた織物を１８０℃の
温度で２分間、経緯方向に７％オーバーフィードしながら実施例１と同じ乾熱処理を行な
った。得られた織物の特性を、表２に示す。得られた織物は、裁断により糸ずれや目ずれ
が生じ、伸長性も乏しく、取り扱い性と性能に劣るものであった。
【００７６】
（実施例７）
　実施例４にて使用した経糸と緯糸を同様に用い、平織の織物を作製した。得られた織物
を１６０℃の温度で２分間、経方向にのみ２０％オーバーフィードしながら乾熱処理を行
ない、経糸密度を２７本／ｉｎｃｈ、緯糸密度は３１本／ｉｎｃｈとした。得られた織物
の特性を、表３に示す。経方向の伸長性が非常に高く、着座も柔らかい反面、沈み量がや
や大きい座席シートとなった。
【００７７】
（実施例８）
　実施例５にて使用した経糸と緯糸を同様に用いツイル織物を作製し、得られた織物を１
８０℃の温度で２分間、経方向にのみ２５％オーバーフィードしながら乾熱処理を行ない
、経密度３０本／ｉｎｃｈ、緯密度８４本／ｉｎｃｈとした。得られた織物の特性を、表
３に示す。経方向の伸長性が少なく、座席シートの着座感もやや硬いものであった。
【００７８】
（比較例３）
　実施例１によって用いたポリエステル糸を緯糸、ポリエステル系エラストマー弾性糸を
経糸に用い、緯糸密度は３０本／ｉｎｃｈ、経糸密度を２８本／ｉｎｃｈとし平織の織物
を作製した。得られた織物を１８０℃の温度で２分間、経方向に７％、緯方向に１５％オ
ーバーフィードしながら同様な乾熱処理を行なった。得られた織物の特性を、表３に示す
。得られた織物は、経方向の伸長性が高いが、７３５Ｎでの伸び止まりが小さく、安定性
や快適な着座性に劣るものであった。
【００７９】
【表３】

【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明に係るストレッチ織物は、車輌の座席シート部材、靴の表皮材等の部材、カバン
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地、サッカーやバレーなどスポーツ用ボールの部材、粘着テープ、不織布の基布、インテ
リア部材、車輌・住宅内装用部材、および土木用資材などとして利用可能である。
【符号の説明】
【００８１】
１：糸の直径
２：クリンプ高さ
Ｄ：相隣り合った緯糸または経糸の中心間距離（ｍｍ）
Ｌ：経糸または緯糸の軸線長さ
 

【図１】
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